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鳥取県労福協 第７回評議員会
　5月24日（水）16時より、鳥取県労働会館2階会
議室に於いて評議員会を開催し、決算の承認、理
事の変更、評議員の任期満了に伴う改選が提案さ
れ、理事の変更と評議員全員の重任が決議されま
した。

～退任～　

　理事　藤本敏秀　（西部支部）

役　職 名　前（組織・職業名）

評議員

松﨑　浩哉  （連合鳥取）

河村　正之  （連合鳥取）

田中　　穂  （連合鳥取）

弘中　光典  （連合鳥取）

木岡　繁男  （全労済）　

山内　　功  （弁護士）

濱田由紀子  （弁護士） 

第6回 鳥取県労働・福祉事業四団体合同研修会
日　時　2017年3月24日(金）10時より　 場　所　鳥取市「全労済鳥取県本部5階大会議室」　

参加者　総勢80名

　四団体（連合鳥取・中国労金鳥取県営業本部・全労済鳥取県本部・

鳥取県労福協）の研修会は、中央労福協アドバイザー　山本幸司さん

を講師に『歴史に学び持続可能な社会のために職域・地域で労働運動

と協同組合運動の連携強化を！～共助の質的・量的改革と創造を基礎

とした公助の再構築～』とのテーマでご講演いただきました。研修会

で得た知識をもとにあらためて活動を進めていきましょう！

鳥取県労福協　評議員名簿

鳥取県労福協　理事・監事名簿

役　職 名　前　（組織名）

理事長
（代表理事）

安長　章（連合鳥取）

副理事長

寺谷昭人（連合鳥取）

小椋昌美（中国労金）

五十嵐美知義（全労済）

専務理事
（業務執行理事）

田中良憲（労福協）

理　事

山本謙二（県生協）　

桑原忠章（医療生協）　

大竹成美（東部支部）　

平信憲一（中部支部）

景山　礼（西部支部）※新任

監　事
藤田雅志（連合鳥取）

木曽弘己（中国労金）

主催者代表あいさつ：本川連合鳥取会長

第４回 構成組織代表者会議
　四団体研修会終了後、2016年度を振り返り実施事業ごとに事業報

告を行いました。また、新年度の事業計画について説明を行い、労福

協運動の意義を認識し、活動によって連帯と変革を進めていくことを

確認しました。
主催者あいさつ：安長理事長
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●5月17日（水）
●全労済鳥取県本部

　５月17日、代議員33人が出席し、来賓として県労福協安
長理事長、連合東部地協山根議長を迎え第４５回通常総会を
開催しました。
　中村代議員（中電ユニオン支社支部）の議事進行のもと
17年度活動方針・予算等について協議しました。労福協運
動の原点を大切に、働く者同士の親睦と交流、各事業団体及
び全労済部会・ろうきん推進委員会と一層連携した活動を行
い、労働者の福祉向上をめざした活動を行います。皆様のご
協力をよろしくお願いします。

第45回　通　常　総　会東 部
支 部

●5月23日（火）
●米子コンベンションセンター

　５月23日、米子コンベンションセンターにて第41回通常総会を64
名の参加のもと、開催した。
　景山副支部長の開会あいさつではじまり、議長に内田代議員（県教
組西部支部）を選出し、冒頭藤本支部長より主催者を代表し、「一年
間支部長を努めさせてもらったが、労福協運動の楽しさ、重要性を再
認識した。引き続きのご協力をお願いする」とのあいさつがあった。
来賓として県労福協より、安長理事長が列席され、「こういう時だか
らこそ、連帯・協同で安心・共生の福祉社会をつくろう。また、事業
団体の全労済、労働金庫を活用しよう」との連帯のあいさつがあった。
　その後、執行部より2017年度活動方針、予算案が提案され、満場一致で承認された。
　役員改選では、新たに景山　礼（米子市職労）新支部長を選出し、今後も労福協運動が職場・地域のな
かで浸透することを全体で確認し、閉会した。

第41回　通　常　総　会西 部
支 部

●5月26日（金）
●ホテルセントパレス倉吉

　５月26日（金）にホテルセントパレスにおいて、中部支部通常総会を開催しまし
た。45名の出席者により、議題について協議を行いました。

第49回　通　常　総　会中 部
支 部

大竹支部長

新任　景山支部長

平信支部長

　労福協では様々なとりくみを企画していますが、どのとり
くみも参加者が減少していたり固定化していたりという課題
があります。今年度より、ゴルフ大会も廃止となりました。
　各単組それぞれに様々な事情もあり、一概に労福協のとり
くみ方の問題というわけではないと思いますが、しかし、改
めて労福協の意義を理解してもらったり、情宣によるアピー
ルをしたりして、盛り上げていく必要があるということを感
じた総会となりました。参加者の皆様、お疲れさまでした。
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コープ
赤ちゃんサポート
クラブががスタスタスターート！ト！ト！

コープコープコープコープコープコープコープ
赤ちゃんサポート赤ちゃんサポート赤ちゃんサポート赤ちゃんサポート赤ちゃんサポート赤ちゃんサポート赤ちゃんサポート赤ちゃんサポート赤ちゃんサポート赤ちゃんサポート赤ちゃんサポート赤ちゃんサポート赤ちゃんサポート赤ちゃんサポート赤ちゃんサポート赤ちゃんサポート赤ちゃんサポート赤ちゃんサポート赤ちゃんサポート赤ちゃんサポート
クラブクラブクラブクラブクラブクラブクラブ

コープ
赤ちゃんサポート
クラブ

登録時から1年間…無料
　　　　 （妊娠中～満1歳未満のお子さまがいらっしゃる方）

1歳以上3歳未満の時（個配）…1回100円

宅配手数料

対象期間

※産前産後に一定期間お休みされる場合は、その期間「無料配達期間」
　は延長されます。

入会 出産 満1歳 満3歳

サポート商品をお届けします
満1歳を限度に最長1年間

サポート商品をお届けします
満1歳を限度に最長1年間

サポート商品を
お届けします
満1歳を迎えるまで

1年間個配
無料期間※

1年間個配
無料期間※

3歳の誕生日を
迎えるまで

半額
期間

3歳の誕生日を
迎えるまで

半額
期間

1年間
個配無料期間※

3歳の誕生日を
迎えるまで

半額期間

妊娠中の
登録の
場合

出産後の
登録の
場合

ハイハイの頃
登録の場合

「元気で健やかに育ってほしい」
「子育て中のママを応援したい」
そんな思いを込めて、鳥取県生協は、
赤ちゃんとお母さんを応援します！

特 典 その１ 特 典 その 2

特 典 その 3

個 配 手 数 料が免除 サポート商品をプレゼント
ご登録時から共同購入の個配手数料が
1年間無料になります。

お子さまが満１歳の誕生日を迎えるまでの
最長一年間、無料商品を
2週間に1回プレゼントします。

子育て専用カタログや
子育て交流の情報もいっぱい！
●子育て時に嬉しい専用カタログ
　『ふぁみ～ゆ』もあります。
●各エリアで開催する『子育てひろば』など
　親子でリラックスできる場づくりや一緒に
　楽しむ活動も行なっています。

赤ちゃん サ ポートクラブとは？　　
妊娠中～満2歳児のいらっしゃるお母さんに一定期間、個配手数料の割引きや商品プレゼントなどの子育て応援が
受けられるサポート制度です。

※鳥取県生協の組合員ではない方は、出資金1,000円が必要です。脱退される際には返金致します。　※同居の養育者を含みます。
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●お問い合わせ・ご相談は最寄の｢<ろうきん>の窓口｣へ     

ローンセンター鳥取 0120-25-3655 

ローンセンター米子 0120-35-6475 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
    ろうきんイメージモデル 高梨 臨 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

期間中に「プレミアム定期預金Ｓ※」を除く定期預金・積立性預金（財形貯蓄・エース預金）の増加

額に対し、５万円ごとに１口の抽選権を付与します。 
※プレミアム定期預金Ｓが満期を迎え、自動継続となった定期預金についても、抽選対象となりませんのであらかじめご了承ください。

 

２０１７年８月３１日時点のお取引に基づき抽選を実施いたします。  
抽選は、２０１７年９月（予定）※当選者の発表は２０１７年 10 月（予定）に賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

※抽選日までにお取引を解約された場合は、抽選権獲得の対象となりません。 ※各賞とも 1 名につき当選は 1 本
のみとし、重複当選はありません。 ※特別賞の中国５県の特産品については、〈ろうきん〉で選定して発送いたし
ますのであらかじめご了承ください。 ※各種預金商品については、店頭に説明書をご用意しています。 
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　「どうする日本の貧困問題！求められる地域の役割と

は？」をテーマに６月５日・６日の２日間、横浜市の

「ワークピア横浜」で開催された。①「社会の変化と生活

困窮者支援」、②「日本における子どもの貧困の現状と

対策」、③「協働によるフードバンク活動の推進」、④「に

こにこ食堂（子ども食堂）の取り組み」、と生活困窮者支

援や子供の貧困問題などの課題を見つけながら「地域で

の我々の役割」や「地域でできること」をあらためて考え

ていこうとするものであった。

　神津会長の挨拶、黒岩神奈川県知事の来賓挨拶を受

けた後に、「生活困窮者自立支援制度」について制度を構

想された元厚労省の山崎史郎さんの講演を受けた。平成27年４月から始まった制度であるが今見直しに

向けた検討が開始された。「相談支援」の重要性を基本に捉えて、官民協働の支援態勢によって「アウトリー

チ、包括的対応、伴走型支援、人を人が支援、地域人材を開発」で、制度が有効に機能していくことを望

まれた。次に「子どもの貧困の現状と対策」と題して放

送大学副学長の宮本みちこさんの講演であった。貧困

の連鎖と言われるように、就労・健康・ストレス・孤

立など、親の環境悪化が大きな原因となっている。こ

の連鎖を断ち切ることが不可欠でありそのために教育

保障を含む教育政策、就労支援、総合生活支援、奨学

金制度などの課題を解決していく必要性を訴えられた。

　特別報告で「NPO法人フードバンクふじのくに」（静

岡県）と「にこにこ食堂」（茨城県）の活動報告がされた。

「食品ロス」と「貧困問題」を社会的課題と捉えて静岡県内

35市町村すべてと連携して活動している「フードバンクふじのくに」。生活に困っている人に食料を渡す

だけではなく学校、支援センターなどとも連携した取り組みで地域の活動として行なわれている。また、

「にこにこ食堂」は、十分な食事がとれない子どもたちの食事支援、子どもたちの居場所つくり、地域の人

たちの交流を掲げてスタートし、ボランティアに支えられて活動ができている。課題としてネットワーク

を広げて子どもたちの多面的な支援を行う支援者の拡大

を挙げられた。

　最後に第１回賀川豊彦賞を昨年受賞された、NPO法

人「抱樸」理事長奥田知志さんが率いる「生
いきわら

笑一座」の公演

「生きてさえいればいつか笑える日が来る」もあり、命を

大切に生き抜くために、様々な経験を劇にしたもので、

団員のみなさんはホームレスを経験し奥田さんの支援を

受けながら活動を行なっている。

　今後、私たちが活動するにあたり参考になる研修会で

あった。

2017年度　全国研究集会に参加

中央労福協神津会長

放送大学　宮本みちこ副学長

ＮＰＯ法人抱樸　奥田 知志氏と生
いきわらいちざ

笑一座
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鳥取県中小企業労働相談所「みなくる」の電話相談がより充実！
～6月19日（月）から倉吉・米子もフリーダイヤルで相談できます～

内容
講師

（管理者、リーダー、一般向け）
ほう・れん・そう で築く（気づく）
職場のコミュニケーション
グループワークを通して業務上
のコミュニケーションを学ぶ。

講師　桑本　玉枝　
　　　人材育成コンサルタント

（管理者、労務担当者、一般向け）
知って得する！
年金受給と社会保険の活用術
社員が将来の年金受給で損しない
ように、社会保険の活用ポイント
や注意点を解説。
講師　安田　岳歩　
　　　特定社会保険労務士

（管理者、労務担当者向け）
トラブルを未然に防止！
就業規則の見直しポイント
最近､増加傾向にある労務トラブル。
事例を参考にトラブルになりやすい
規定の見直しポイントを解説。
講師　山下　靖夫　
　　　特定社会保険労務士

鳥
取

7月11日（火）13：30 ～15：00 9月11日（月）13：30 ～15：00 10月12日（木）13：30 ～15：00

会場　：　鳥取市人権交流プラザ２階研修室　（鳥取市幸町151）

倉
吉

7月12日（水）13：30 ～15：00 9月13日（水）13：30 ～15：00 10月18日（水）13：30 ～15：00

会場　：　倉吉市立図書館２階　第１研修室（倉吉交流プラザ)（倉吉市駄経寺町187－1）

米
子

7月13日（木）13：30 ～15：00 9月15日（金）13：30 ～15：00 10月19日（木）13：30 ～15：00

会場　：　米子市立図書館２階　研修室（米子市中町８)

労働セミナーを開催します！

申　　込
問合せ先

みなくる鳥取
電話(0857)25-3000
Fax (0857)25-3001

みなくる倉吉
電話(0858)23-6131
Fax (0858)23-2454

みなくる米子
電話(0859)31-8785
Fax (0859)21-0034

ブログでも紹介しておりますのでご覧ください◎お申込は事前に電話かFAXでお願いします。
みなくる通信 検索

７月,９月,１０月に
参加
無料

みなくるからのお知らせ

　鳥取県からの委託により運営している鳥取県中小企業労働相談所「みなくる」の倉吉及び米子の相談所へのフ
リーダイヤルを2本開設し、電話アクセスの利便性の向上を図り、より相談しやすくなりました。どうぞご活用
ください。

　　　　 新設相談ダイヤル　　  みなくる倉吉　０１２０－６６２－３９０
　　　　　　　　　　　　　　みなくる米子　０１２０－６６２－３９６

　　　　従来の電話番号もそのまま使用可能です（倉吉0858−23−6131、米子0859−31−8785）　
　　　　これまでのフリーダイヤル 0120−451−783 は今までどおりみなくる鳥取につながります。

　　　　　 相談日・時間　　　 月～金曜、第1土曜　9：30 ～ 18：00

　　　　毎月第１土曜は鳥取・米子交互に開所（奇数月は鳥取、偶数月は米子）

　「みなくる」への相談件数は2016年度で3,490件、そのうち約６割（約２千件）が電話による相談でした。今
まで携帯からフリーダイヤルに電話すると、みなくる鳥取につながっていましたが、今後はみなくる倉吉、みな
くる米子へも直接フリーダイヤルできます。
　ひとりで悩まず、どうぞお気軽に、早めにご相談ください。
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